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薩摩中世田制研究の-酌
-入来文書の｢T｣の訓みと広さについて--

A Research on the Land System in Satsuma

-Reading of ``T ''in the Documents of Iriki一

四　　本　　健　　光

Kenko YoTSUMOTO

薩摩中世史に関する貴重な史料である｢入来文書｣の中に,田畠の広さを示す記号として, +廿

･･-･TT･･･-がある｡この記号は何と呼称するのか,また広さはどのくらいかについて,朝河博士

の著｢入来文書｣に拠って考証したい｡

鎌倉室町期の土地の広さをはかる単位は　町･段･歩で,豊臣以降に畝も-簸的に使用されるよ

うになる｡しかし,段と歩との間に1段の3分2を大, 2分1を申または半, 3分1を小を用い,
シP

代または杖も使われている｡

入来文蕾の十や叶え,代または杖に比すべきものである｡

｢代｣に関しては諸説がある｡日本紀には膚制に摸して｢頃｣をシロと訓じ｢田制考証1)｣は｢一

枚二枚或は-と長さ二だ長さなど云ふ類｣と説いているが,これは発生過程を示すものであろう｡

一定の広さを示す単位としてほ, ｢農政座右｣2)や, ｢田園地方起原｣3) ｢高知蒲田制概略｣4)などに詩

論が紹介されていて, 1反の50分1説と5分1説とに分れるが, ｢安斉随筆｣5)に拠り1反の50分1

である｡

入来文書6)7)8)や相良文書9)では　丈またはTや幸が使用されている｡

入来文書の正応元年の配分状8)に, ｢丈｣があるから, Tも十も朝河博士が, =jo''と呼ばれたよ

うに｢丈｣であろう｡ ｢商港田植考｣10)は,急接に便するために1畝をI , 6畝をTと画いたと説S,

｢列朝制度｣11)ち, 1反の10分1をiと記し,一書には｢ヒトツ-｣とよんだと説いている｡

｢+｣は元享2年の水田検注帳7)だけに見られ,他は｢T｣を使っているから,初めは｢十｣を使

って後になって｢T｣に変わったものであろう｡

広さについて,西蒲田租考,列朝制度,朝河博士12)ともに1反の10分1としているが, ｢入来文

轡｣の史料を検討すれば　原史料による照合ができないので確証ではないが, Tは1反の5分1で

ある｡注7-2は1反の5分1で計算が合うし,注7-1や其他では合計で10分1-2反の誤差が生

じ1反の10分1として計算するより,その誤差が僅少であるからである｡

肥後の鹿子木文薔13)や飯田文書,小代文書などにも｢丈｣があり,同佐田文書14)には｢代｣も使

われ,豊後の松原文書15)には代,富来文書`6~1･2)には杖が,また,肥前の竜造寺文書17)には｢丈｣と

同時に｢J｣を用いている｡
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肥後,肥前のおよび豊後史料によっても｢丈｣ ｢J｣は1反の5分1で, ｢代｣は50分1である｡

以上によって, +Tは,丈であり,その訓みは,日本紀や万葉集でも｢丈｣をツ-と訓んでいる

ので,丈は杖で富来文書16~2)に見られるように｢ツ-｣であり,広さは1反の5分1で10代に相当

すると思う｡

〔註〕

1)田制考証　高倉胤明細

上古田を量るに代を以てせし解

上古の文に田四千六百九十二代田一百四十二代などしるし置けるを後人孝徳大化の側を以てせし駅に三百

六十歩を疫として七十二歩を十代とし(中略)五十代を一段とすと恐くは謬り成べし

予按に後人大化の潮を以て七十二歩を以て十代とすと釈せしぼ今にある所の一段三百六十歩の五箇の-を

十代としけるにて今い-は二畝歩也されば一代は七歩弐分也上古何そ如此倹か成事の有-き幾千幾百幾十

幾代なと第-しは田面の広狭を撰はず-面々々を一代二た代と第-たる成-し｡一枚二枚戒は-と長さこ

た長さなど云ふ類なる-し(中略)七十二歩を十代とすとは臆説と云ふ-し

2)農政座右　小宮山里秀著(天保11年妓)

代

三代格日令前租税熱田五十代二百五十歩為五十代

拾芥抄注目七十二歩為十代(中略)五十代為一段
一条禅閤令抄云俗謂二段白骨代講-段目五十代(中略)十代謂七十二歩五百代講-町也

袖中抄目一代-一段ナリ

年山記聞(中略)西山公ノ説トテ三十六歩ヲー畝トシ十畝ヲ一段トン十度ヲー町トス七十二歩ヲ一代トン

五代ヲ一段トス然ラバー代ハ二畝ナリ代匠記ニモ五百代小田ト-ー畝ヲ代トイフ日本紀ニハ頃ノ字ヲモ

｢シロ｣トヨメリ｡

3)田園地方道原　朝川善魔許(嘉永2年妓)

代之考

万葉集に

しかとあらぬいぼしろをたをかりみたり

田擬にをればみやこおもはゆ　坂上郎女

年山紀聞云御駅に云(中略)

凡団は方六尺を以て一歩とし,三十六歩を-畝とし十畝を一段とし,十段を-町とす｡七十二歩を積て一

代とし,五代を一段とす｡然れば一代は二畝なり｡

日本紀には頃の字をしろと訓せり｡唐には百畝を頃とすれば本朝とはかはれり｡ (眩)

政事要略云(中略)

二百五十歩為五十代

拾芥抄注云

三百六十歩為一段積七十二歩為十代(中略)

五十代為一段(略)

後成恩寺関白兼良公令抄云

俗話二段日百代謂一段日五十代廿五代為段中十代謂七十二歩五苗代謂-町也

徳原発揮伝

古着以方六尺為一歩七歩二分為一代五代為-畝十畝為一段(中略)古有代名今無比名当以六歩為一代称十

代者二畝也

3')政事要略
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勘田粗菓韻事

令前租法熱田五十代祖稲一束五把以大方六尺為歩二百五十歩為五十代慶雲三年権云准令以大方五尺為歩三

百六十歩為段者今案五十代与令段歩積一同

4)高知藩田制概略　吉村審峯縞

畳地方法起源(第二地数)

検地竿一間四方なるものを-坪とす之を一歩と云典折半なるものを勺と云ひ典折半なるものを才と云又一

歩を六箇集合したるものを一代と云云皇統認也其一代を十合したるものを十代とし十代を五合した

るもの詣
5)安奔随等

を壱反とし十反を-町とす｡

代の事
一　代　坪一尺二寸なり

十　代　七十二坪二畝なり

五十代　三百六十坂一反なり

6)入来文書238

薩摩入来院内山之千手持分娠

くろむしやの門

二反　　　ソノ田

一反m　　チカホ八所田

一反　　　小早田

二反　　　岩屋ノ口

舌反　　　大河ノ-タ

二反　　　ヰテノ下

-町五反　マ-ノ田ウトカケテ

T申　　　コヰテノ下

TT　　　　　ユハノサコ

二反廿　　ヤマカムレ

三反nT　　井ノ尻堤ノ下

三町五反丁中

7-1)入来文書72

薩摩入来院内清敷北方水田検注帳

元手2年3月13日
原

-,竹田分

ミなわた
一所一反廿

へつしんのそい

新一,叶

おうちた
-,三反町中

山口

新一,申

おひのくち
-,十中

以上丁七反皿

注　7ノ2

-,小牟礼分

-,一反

ミなわた
一,三反十

ともむた
-,皿

かひもと馬渡加定
一,二反十

みやたのそい

新一,廿

(廿力塾老荘)

わたせ
一, +

ミなわた
-,一反十

おうちた
一,一反廿

竹下

新一,十申
いえのまへ

新一,二反十

なかたけ
-,三反+
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ひの下おりを田代　ひの上　同所
一,二反　　　一,一反

同所　のそい　　　同所　ふかた
-,一反　　　-,二反

薩摩中世田副研究の-鶴

同所ひのくちのたな
一,三反

以上丁三反廿

8)入来文書49

蒙古合戦勲功蛍配分状　正応元年十月三日

長調庄内

高田
一所L反一丈

一所四反四丈

9)相良文書　文明12年12月18日

浮免

四反　　　はりそめ田

三反　　　ひかけ

六反　　　いかえ用

-町一反　諏訪田

四反[　　吉田田

二反T　　むろ間作

五反巾　　かりかと

六反　　　あら局田

以下四町二反T

10)西薄田租考　伊地知季安栄

度考第二十一

我藩之田制於上古皆園田全問而以六尺為歩以三十六歩為畝云而異字刷版為劃以便急捷所謂歌作i二歌作ii

(中略)五畝作一六歌作T (中略)多見古書則文永元年道忍公施薬師同書等比也皆非今畝(略)

ll)列朝制度

倭国古法

(略)又或書を見るに,一反を十に分而真一ツを)と記しニッをiiと記し(中略)五ツを-と記し六ツを

Tと記し(中略) 1は縦横六間の広さ也｡通に年を経て後iを一畝lIを二畝と号すと見えたり｡ (略)
ヒトツ-　フタツ-

一書二云昔は田島の数を一往-二従-と云輿文字ハ　T n (中略)と云也Tは-畝と云之｡

12) The Take-Hara-Da.

Minawata-ta

O,1,2

Minawata-ta

O.1.1

Komohi-ta

O,0,4

0hata

O,3,2 1/2

Take-shita

New 0,0, 1/2

Miya no see

New 0,0,2

0i no 氏ura

O,0, 1/2

In all 1.7.4.

Lot. (p. 202)

Minawata-ta

O,3,1

Besshin no soe

New 0.0.2

0hata

O.1.2

Koimoto inclusive of uma-watari

O,2,1

Yama-Guchi

New 0,0, 1/2

Ie' no mac

New 0,2.1
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13)鹿子木文書

高瀬実忠死行知行坪付　天正八年

玉名郡上小田之村永寿寺居屋敷一所井田地

めくりまち　　三反三文

かやハら　　三文

けまっとう　　三文

ゑの木まち　　一反一丈

以上　六反

14)佐　田　文　書

佐田鎮綱知行坪付　　天正十五年

高　　給　　分　　一所　　五町七皮　　　　　下　岩　坂　名

〃　　　　　　〃　　四町五反廿五代　　内　河　野　名

〃　　　　　　〃　　三町二反　　　　　赤　　松　　名

〟　　　　　　〝　　　四町五反　　　　　く　　は　　名

深　見　之　内　　〃　　十三町六反　　　　西　　光　　寺

山　城　分　之　内　　〃　　八反

〃　　　　　　　〟　　　五反

〟　　　　　　"　　壱町三反

深　見　之　内　　〃　　十町九反

〟　　　　　　　〟　　　壱町

山　城　分　内　　〃　　五反

一所　　廿五町

深見内かちやその　　一所　　五反

田　島地右二加　　一所　　三反

番下寄合四人之跡　　一所　　十三町

は　　る　　名

三　　社　　館

岩　　坂　　名

三　　社　　領

竹田津口先給

岩　　坂　　名

安心院圏井内

竹田津刑部先結

石　　　　　同

番　　　　　下

以上　八十五町三反廿五代

15)東国東槙原文書

八,松原内蔵丞知行坪付

坪付

渡　　　　　　河　　一所四反　　　源三郎抱分

小　ふ　か　た　　一所弐反　　　右　　同　　人

ち　か　さ　こ　　一所壱投　　　石　　同　　人

ひ　　か　　け　　一所二反　　　野田主計丞抱

今市
た　げ　そ　と　わ　　一所弐反　　　三郎二郎抱分

清　　水　　丸　一所壱段加代　右　　同　　人

は　　そ　　作　　一所壱段廿代　源　五　郎　抱

小　ふ　か　た　　一所壱段　　　岡崎普四郎抱

ミなミふきの所々　　一所三度加代　源　　三　　郎

一　所　屋　敷　　一ヶ所　　　右　　同　　人

以上　田島壱丁八段荊代

七月廿八日(天正八年カ)

秦原内蔵丞殿

16-1)東国東　富来文書
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筑後国稲敷村田畠坪付注文案

稲数日畠坪付之事

は　こ　田　　一所三段式杖

今　寺　口　　一所壱段弐杖

は　こ　田　　一所壱段

宮　之　下　　一所八枚

大　　　ふ　　一所壱町

寺　　　田　　一所四段

九えっは　　一所四段

ちかわたせ　　一所三段忠地

ま　ち　口　　一所半　忠地

屋　し　き　　一所壱段

寺　　　田　　一所壱町

以　上　　三町九段四枚中

弘治三年二月十二日

16-2)東国東文書

筑後国稲敷村坪付注文
一所いな数つは付之事

は　こ　田　　一所三段二つゑ

今　寺　口　　一所一段二つゑ

は　こ　田　　一所一段

宮　ノ　下　　一所八つゑ

ちかわたせ　　一所三段

ま　ち　口　　一所はん

た　い　ふ　　一所-町

し　も　ぎ　　一所-町

寺　　　田　　一所四段

く　のつは　　一所四段

同塵敷一ヶ所

以　上

17)竜造寺家文書

肥前国検注帳案

金　丸　名

見　作　問

旗　日

得　田

重　校　名

見　作　田

損　田

得　田

文永三年

九丁三反一丈

二丁二丈

七丁二反四!

二丁二反- ～

七反三!

一丁四反三!

畠中名之内
乎次郎抱

同

園

同

同

園

同

園

同

園

次郎太郎抱

け
い
r

白
小

次

　

同

　

同

　

同

　

園

　

向

　

田

　

同

　

同

　

園

　

同

車




